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台湾における次世代の重要産業と技術の発展継続を

促進し、半導体を含む全体の産業チェーンの強靭性と

国際競争における優位性を強固にするため、経済部は

「産業革新条例」第10条の2、第72条の改正草案を作成

しました。一定の条件を満たす会社に対して、史上最大

の研究開発と設備投資税額控除が提供されます。

2022年12月17日に行政院で可決され、立法院の審議

に送られました。

蘇貞昌行政院長は次のように説明しています。今回の

法改正は、一定の条件を満たす「台湾国内で技術革新

を行い、かつ国際サプライチェーンの重要な地位にあ

る会社」に対し、過去最大の研究開発及び設備投資税

額控除を提供するもので、次世代の重要産業と技術の

台湾における発展継続を促進し、半導体を含む全体の

産業チェーンの強靭性と国際競争における優位性を強

固にし、台湾の経済と国家安全に対して実質的な支援

を与えます。本件を立法院の審議に送り、立法院にお

ける与野党各党による積極的コミュニケーションにより、

早期に法改正手続を完成するよう経済部及び財政部

に要請しました。(以下はプレスリリースの抜粋)

経済部は次のように説明しています。現在、各国は重

要産業の自律等を考慮し、巨額の補助金や優遇税制

の拡大を通じて、国内生産を増加させ、国際企業の投

資を誘致しています。これらが台湾の産業に新たな競

争をもたらしていることから、台湾は関連する租税奨励

措置を新たに追加し、既存の優位性を維持し、国際的

なサプライチェーンにおける地位を固め、強化する必要

があります。よって「産業革新条例」第10条の2、第72条

の改正草案を作成しました。この草案の改正要点は以

下の通りです。

発展性のある革新的研究開発及び先進機器設備への

投資に係る税額控除の追加（改正条文第10条の2）。

（一）適用要件：会社の当年度の研究開発費用、研究

開発の割合が一定規模に達し、かつ実効税率が一定

比率に達する。（2023年は12%、2024年から原則15%で

あるが、行政院の査定を受けて12%に調整することがで

きる。2025年から2029年は15%）

（二）適用対象：国内で技術革新を行い、かつ国際サプ

ライチェーンの重要な地位にある会社は、適用上、産

業分類に制限はない。

（三）奨励項目：発展性のある革新的研究開発の投資

税額控除（当年度の控除率：25%）、先進機器設備の購

入に係る投資税額控除（投資金額が一定規模に達す

ることで、当年度の控除率：5%）。

施行期間：2023年1月1日から2029年12月31日まで。

（改正条文第72条）

行政院にて「産業革新条例」第10条の2改正草
案が可決
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近年、世界の主要国は次々と重要産業の発展奨励措

置を推進しています。例えば米国のチップス法、日本の

半導体復興計画、又は韓国のK半導体戦略等です。台

湾の《産業革新条例》第10条の2の改正草案も条件を

満たす「国際的なサプライチェーンの地位にある」会社

の発展性のある研究開発支出及び機器設備支出に対

して、投資税額控除の追加優遇を提供します。控除率

を現行の類似の優遇と比較して大幅に増加し、支出上

限も拡大しています。(次ページの表を参照)但し、研究

開発費用、研究開発の割合が一定規模に達し、かつ実

効税率が一定比率に達しなければ、当該租税優遇を

適用することができないため注意が必要です。当該租

税優遇は本条例又はその他の法律に規定する所得税

優遇と重複して適用することは出来ないため、本草案

の施行後、企業は関連する制限条例を評価し、自社に

対して最適な優遇を選択して適用することができます。

KPMG Observations KPMG觀點

現行の類似優遇との比較 - 研究開発支出

新規の優遇（草案条文） 現行の類似優遇

第
10
条
の
2
第
1
項

要件

• 直近3年以内において環境保護、労働者又は
食品安全衛生に関する法律に違反しない、及
び事情が重大である状況がない。

• 同一課税年度の研究開発費と研究開発費が
営業収益純額に占める割合が一定規模に達
する。

• 実効税率の規定を満たす。

控除率及び控除の上限

• 当年度の研究開発支出の25%。

• 毎年の最大税控除率は30%。

• その他の投資控除を併せて適用する場合、
50%を限度とする。但し、最終控除可能年度に
おいては制限されない。

第
10
條

要件

直近3年以内において環境保護、労働者又は食品

安全衛生に関する法律に違反しない、及び事情が

重大である状況がない。

控除率及び控除の上限

以下の方法から一つを選択し適用する。

1. 控除率：当年度の研究開発支出の15%。

2. 当年度より3年間にわたって研究開発支出の

10%

毎年の最大税控除率は30%。

第
12
条
の
1

自社が研究開発し、所有する知的財産権の譲渡
又は使用許諾から取得した収益の範囲内におい
て、当年度の研究開発支出金額の200％を限度と
して、当年度の課税所得から控除することができる。

現行の類似優遇との比較 - 機器設備の購入

第
10
条
の
2
第
1
項

要件

• 展望性のある革新研究開発の投資控除を適
用する会社が自社の先進製造工程向け新規
機器又は設備を購入する。

• 当年度に一定の規模に達する。

控除率

• 納付すべき営利事業所得税額からの控除可
能額：当年度の支出額の5%を控除することが
できる。

• 毎年の最大税控除率は30%。

• その他の投資控除を併せて適用する場合、
50%を限度とする。但し、最終控除可能年度に
おいては制限されない。

第
10
条
の
1

要件

• スマート機械、5G関連のハードウェア、ソフト
ウェア、情報通信セキュリティ製品或いはサー
ビスに投資する。

• 年間の支出額がNT$100万以上、NT$10億以下。

控除率

• 納付すべき営利事業所得税額からの控除可能
額：当年度の支出金額の5%、又は３年間にわ
たって控除することができる。

• 毎年の最大税控除率は30%。
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